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（５）次世代に引き継ぐ基盤となる都市と地域づくり（スマートシティの展開）
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

都市や地域における課題解決を図り、また、地域の可能性を発揮しつつ新たな価値を創出し続けることが
できる、多様で持続可能な都市や地域が全国各地に生まれることで、新しい日常におけるリモート・リアル
の新しい暮らし・働きの場を提供するとともに、地域間の格差を解消し、自然災害や感染症等の様々な脅威
への対応により安全・安心を実現し、住民や就業者、観光客等、あらゆるステークホルダーにとって、人間
としての活力を最大限発揮できるような持続的な生活基盤を有する社会を目指す。 

このため、スーパーシティにおけるデータ連携基盤の構築を起点とし、広域連携・多核連携の核となるス
マートシティを強力に展開・実装することにより、分野・企業横断のデータ連携、他都市・地域への展開・
連携を可能とする共通的なシステムの導入、セキュリティ確保がなされ、創業しやすい環境を創出する。政
府の取組だけでなく地域や民間主導の取組においても、スマートシティのリファレンスアーキテクチャの
活用やスマートシティ官民連携プラットフォームを通じた知見の利活用が行われ、新技術を活用したイン
フラ管理手法や次世代のモビリティサービスの導入が進み、様々な分野のオープンデータを活用した都市
活動の全体最適化が実現する。

そこでは、市民が参画したまちづくりが進み、取組を先導する人材との協働により地域に根差した活動が
活性化することで、多くの産業が生まれ、成功体験が次なる挑戦を続々と誘発し、産学官連携等を通じて地
域の知が社会へと還元される取組が活性化する。また、人中心のコンパクトなまちづくりやスマートローカ
ルを目指す地域づくりなど、それぞれの都市・地域の持つ特色や活動を生かし育てつつ社会的・経済的・環
境的な課題の解決に取り組む多様な都市・地域像の具体化を進める。これにより、住民満足度の向上、産業
の活性化、グリーン化・資源利用の最適化・自然との共生の実現など社会的価値、経済的価値、環境的価値
等を高める多様で持続可能な都市や地域が各地に形成される。さらに、先端的サービスを提供する都市や、
里山里海など自然と共生する地域など、都市・地域が持つ社会的・自然的な資源に応じて様々な形で実現す
るスマートシティが、相互に連携し、支え合うネットワークを形成するとともに、相互に好循環を生み出す
ダイナミックなメカニズムとなって、Society5.0 の実現につながっていく。

また、課題解決先進国としての日本のスマートシティの取組とそのコンセプトが、世界の規範として広く
認知されることで、世界各国のスマートシティと価値観の共有が進み、次世代に引き継ぐべき脱炭素社会・
地域循環共生圏等の実現や、ＳＤＧｓの達成に貢献する。 

2025 年大阪・関西万博においては、新型コロナウイルス感染症克服後の社会の在り方を提示する、「いの
ち輝く未来社会のデザイン」を具現化した Society 5.0 の姿を世界に対して発信する。 

【目標】 
・ 全国で展開される Society 5.0 を具現化したスマートシティで、市民をはじめとする多様なステークホ

ルダーが参加して地域の課題が解決され、社会的価値、経済的価値、環境的価値等を高める多様で持続
可能な都市や地域が各地に形成されるとともに、日本のコンセプトが世界へ発信される。

【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ スマートシティの実装数（技術の実装や分野間でデータを連携・接続する地方公共団体・地域団体数）：
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100 程度（2025 年）102 
・ スマートシティに取り組む地方公共団体及び民間企業・地域団体の数（スマートシティ官民連携プラッ

トフォームの会員・オブザーバ数）： 1,000 団体以上（2025 年）103 
・ 海外での先進的なデジタル技術・システム（スマートシティをはじめ複数分野にまたがる情報基盤、高

度ＩＣＴ、ＡＩ等）の獲得・活用に係る案件形成などに向けた支援件数：26 件（2025 年）104105 
 
【現状データ】（参考指標） 
・ 都市ＯＳ（データ連携基盤）の導入地域数：52（2023年3月末時点） 
・ 都市ＯＳ（データ連携基盤）上で構築されたサービスの種類数：31（2022年１月末時点、暫定値）106 
・ 都市ＯＳ（データ連携基盤）を活用してサービスを提供するユーザー数：82（2022年１月末時点、暫定値）

107 
・ 政府スマートシティ関連事業に基づき技術の実装がされている地域：78地域（2022年3月末時点） 
・ スマートシティの連携事例数：11（2023年3月末時点）108 
・ 大学等における地域貢献・社会課題解決に関する普及促進活動数：50（2022年１月末時点、暫定値）109 
・ スマートシティの構築を先導する人材数：14（2022年１月末時点、暫定値）110 
・ スマートシティ構築を先導する人材が確保された地域数：29（2022年４月時点） 
 
① データの利活用を円滑にする基盤整備・データ連携可能な都市ＯＳの展開 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇政府の資金が関与するスマートシテ
ィ関係事業における、地方公共団体等
による都市ＯＳ（データ連携基盤）の
整備及びサービス開発に際し、スマー
トシティのリファレンスアーキテク
チャを参照したデータ連携可能な都
市ＯＳ（データ連携基盤）の導入及び
サービス開発を進める。また、他の地
域で構築された都市ＯＳ（データ連携
基盤）等との接続を促し、データ連携
のためのＡＰＩの公開を求める。【地
創、科技、総、経、国】 

・スマートシティ関連事業に係る合同
審査会を開催し、有識者の評価を踏ま
え、関係府省一体でスマートシティ関
連事業の選定を行い、51 地域、54 事
業を選定した。 

・「スマートシティガイドブック」を活
用し、全国の地方公共団体や地域にお
ける都市ＯＳ実装、スマートシティ化
を推進。【地創、科技、総、経、国】 

〇各府省のスマートシティ関係事業の
実施を通じて、地域の横展開ができる
ような相互運用性を有したサービス
の開発を 2025 年までに行うととも
に、先導的地域において開発されたサ
ービスを他地域に展開できるよう、基
盤・サービスの関係性を整理する。【地

・「戦略的イノベーション創造プログラ
ム（ＳＩＰ）第２期」の事業において
実施する、スマートシティリファレン
スアーキテクチャ改訂のための調査・
検討において、スマートシティリファ
レンスアーキテクチャ及びスマート
シティガイドブックの改訂案を作成

・「ＰＬＡＴＥＡＵ」を推進し、データ整
備の効率化・高度化のための技術開
発、建築ＢＩＭ・不動産ＩＤとの連携
や先進的な技術を活用したユースケ
ースの開発、地域のオープン・イノベ
ーションの創出を図るとともに、3Ｄ
都市モデルの全国展開のため、地方公

                                                      
102 78 地域（2022 年 3 月末時点）（内閣府調べ） 
103 936 団体（2023 年 3 月末時点） 
104「ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネットワーク(ＡＳＣＮ)」の下、民間企業・諸外国との連携を通じたプロジェクトの推進を目指しているＡ

ＳＥＡＮ10 か国の 26 都市を対象として、案件形成等に向けた支援を実施することを目標とする。 
105 2021 年度に案件形成調査を実施した都市・中央政府数：19（出典：「令和３年度 Smart JAMP の取組について」） 
106 株式会社日建設計総合研究所「スマートシティ評価指標の調査業務報告書」（2022年３月） 
107 株式会社日建設計総合研究所「スマートシティ評価指標の調査業務報告書」（2022年３月） 
108 都市ＯＳ（データ連携基盤）を介したデータ連携地域数（内閣府調べ） 
109 株式会社日建設計総合研究所「スマートシティ評価指標の調査業務報告書」（2022年３月） 
110 株式会社日建設計総合研究所「スマートシティ評価指標の調査業務報告書」（2022年３月） 
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創、科技、総、経、国】 した。 
・スマートシティをはじめとするまち

づくりＤＸのデジタルインフラであ
る 3Ｄ都市モデルの整備・活用・オー
プンデータ化プロジェクト「ＰＬＥＡ
ＡＴＥＡＵ」を推進し、2022 年度に
おいて、データ標準仕様の拡張、40 件
以上の先進的なユースケースの開発、
地方公共団体における 3Ｄ都市モデル
整備や活用の支援等を実施。新たに約
70 都市の 3Ｄ都市モデルが整備・オー
プンデータ化（累計約 130 都市）。 

共団体による 3Ｄ都市モデルの整備・
活用の支援等を実施。【国】 

〇2020 年作成のスマートシティのセキ
ュリティガイドラインの随時の改訂、
国内展開を進め、スマートシティ構築
におけるセキュリティの担保を支援
する。【総、経】 

・スマートシティセキュリティガイド
ライン（第 2.0 版）及び本ガイドライ
ンを読みやすくしたスマートシティ
セキュリティガイドブックについて、
スマートシティ官民連携プラットフ
ォーム配下の「スマートシティのセキ
ュリティ・セーフティ分科会」の場等
を通じ、普及啓発を図った。 

・政府のスマートシティ関連事業では、
ガイドラインに基づいて作成した「ス
マートシティセキュリティ導入チェ
ックシート」を応募書類の一部として
位置付け、セキュリティ対策の積極的
な実施を促進。 

・本ガイドラインを踏まえて諸外国（英
国政府等）と意見交換を行うなどによ
り、スマートシティのセキュリティに
関する共通理解を醸成した。 

・引き続き、スマートシティセキュリテ
ィガイドライン（第 2.0 版）及び本ガ
イドラインを読みやすくしたスマー
トシティセキュリティガイドブック
について、スマートシティ官民連携プ
ラットフォーム配下の「スマートシテ
ィのセキュリティ・セーフティ分科
会」の場等を通じ、普及啓発を図る。
【総】 

・スマートシティのセキュリティ確保
に向けて、国内のスマートシティにお
けるセキュリティ対策の状況や課題
等を調査した上で、その結果及び「ス
マートシティリファレンスアーキテ
クチャ」の改定状況を踏まえて、「ス
マートシティセキュリティガイドラ
イン ver2.0」の内容の見直しを検討し
ている。【総】 

・本ガイドラインを踏まえて諸外国と
意見交換を行うなどにより、スマート
シティのセキュリティに関する共通
理解を醸成。【総、経】 

 
② スーパーシティを連携の核とした全国へのスマートシティ創出事例の展開 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇2020 年の国家戦略特別区域法の改正
及び国家戦略特区基本方針の見直し
に基づき、2021 年に、区域指定を行
う。指定されたスーパーシティを、地
域の課題を最先端技術で解決する「ま
るごと未来都市」と位置づけ、先進的
なサービスの実装を行う。【地創】 

・2023 年 3 月にスーパーシティ型国家
戦略特区とデジタル田園健康特区の
区域会議を立ち上げ、それぞれの特区
の目標や事業の方向性等を定めた区
域方針に即して、スタートアップ支援
の取組を盛り込んだ第一弾の区域計
画を作成し、内閣総理大臣の認定を受
けた。 

・スーパーシティ型国家戦略特区とデ
ジタル田園健康特区の取組を強力に
推進し、大胆な規制改革を伴ったデー
タ連携や先端的サービスの実現を加
速化する。【地創】 

〇2025 年度までに、スーパーシティ、
スマートシティの事例を集約し、スマ
ートシティ官民連携プラットフォー
ム等を通じて事例や取組の進展状況
等の把握・情報共有を図り、全国各地
のスマートシティ関連事業の連携を
進めるとともに、地域や民間主導の取
組を促進する。特に政令指定都市や中
核市等では、先行事例を参考に実装を
進め、都市どうしの多核連携や、周辺
地域との広域連携を図る。【地創、科
技、総、経、国】 

・スマートシティ官民連携プラットフ
ォーム等を通じ、ガイドブック等を紹
介することで、スマートシティ実装に
向けた課題解決の取組の全国への横
展開を図った。 

・引き続き、スマートシティ官民連携プ
ラットフォームを通じ、ガイドブック
等を活用しつつスマートシティ実装
に向けた課題解決の取組の全国への
横展開等により、先進的なサービスの
実装に向けた地域や民間主導の取組
を促進。【地創、科技、総、経、国】 

〇2020 年度中を目途に作成した地方公 ・スマートシティ実装に向けた課題の ・引き続き、スマートシティガイドブッ
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共団体や地域においてスマートシテ
ィを進めるための手引書（スマートシ
ティガイドブック）に基づきリファレ
ンスアーキテクチャ、ＡＰＩ、サービ
スなどの促進と、事例の共有を進め、
取組の意義や進め方、定義等の普及展
開を行う。【地創、科技、総、経、国】 

検討を行い、2022 年度にスマートシ
ティガイドブックの改訂案を作成し
た。 

ク等を活用し取組の全国への横展開
を図る。【地創、科技、総、経、国】 

○スマートシティの計画的な実装・普及
に向けて、政府内の推進体制を強化
し、共通の方針に基づき各府省事業を
一体的に実施するとともに、デジタ
ル・ガバメント実現やデータ連携基盤
整備に向けた政府全体の取組との一
層の連携を図る。これにより、国全体
の最大のプラットフォームたる行政
機関が、民間に対してもオープン化・
標準化されたＡＰＩで連動できるオ
ープンなシステムを構築することを
前提に、データ戦略に基づき構築され
るベース・レジストリを活用するな
ど、国や地方公共団体のオープンデー
タを活用した地方発スタートアップ
の創出の促進、地域の課題の解決等の
官民が連携した取組につなげる。【科
技、関係省庁】 

・スマートシティ関連事業に係る合同
審査会を開催し、有識者の評価を踏ま
え、関係府省一体でスマートシティ関
連事業の選定を行い、51 地域、54 事
業を選定した。 

・引き続き、「スマートシティ合同審査
会」においてスマートシティ関連事業
の実施地域を合同で選定するなど、ス
マートシティの実装・普及に向けて各
府省事業を一体的に実施（2023 年４
月公募開始、６月選定結果公表予定）。
【科技、関係府省】 

〇スマートシティによる、住民満足度の
向上、産業の活性化、グリーン化・資
源利用の最適化・自然との共生の実現
など社会的価値、経済的価値、環境的
価値等を高める多様で持続可能な都
市や地域の形成について、評価指標の
追加を 2021 年までに検討するととも
に、随時見直しとその調査分析等の評
価を行う。また、数理応用による全体
最適モデルの研究開発や分析評価手
法の検討など様々な分野の知見を活
用し、先端的サービスを提供する都市
や、里山など自然と共生する地域な
ど、脱炭素社会・地域循環共生圏等や
Society 5.0 の実現に向けて、今後目指
すべきスマートシティの将来像の具
体化につなげる。【社シス、地創、科
技、総、経、国】 

・スマートシティの実装に向けた課題
について更なる検討を進めていると
ころ。 

・他分野課題との同時解決の事例づく
り、well-being 向上を目指すデジタル
田園都市国家構想の実現に向けた取
組について検討しているところ。 

・2023 年度にスマートシティサービス
の幅広い実装に向けたロードマップ
について有識者の意見を反映させな
がら、検討を進める。【社シス、地創、
科技、総、経、国】 

・引き続き、他分野課題との同時解決の
事例づくり、well-being 向上を目指す
デジタル田園都市国家構想の実現に
向けた取組を推進。【社シス、地創、科
技、総、経、国】 

 
③ 国際展開 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇G20 グローバル・スマートシティ・ア
ライアンスの場において、「自由で開
かれたスマートシティ」とのコンセプ
トの下、普及・広報活動を行い、世界
の都市との協力を推進する。【科技、
経】 

・2022 年度の日ＡＳＥＡＮハイレベル
会合に関して協力した。 

・引き続き、日本の「自由で開かれたス
マートシティ」のコンセプトを、ＧＳ
ＣＡ等の国際的な活動を通じ発信。
【科技、経】 

〇2021 年までに、国際的な枠組みを活
用しながら官民が連携して情報発信
を行う体制を構築し、日本のスマート
シティのコンセプトを発信するとと
もに、日本の都市インフラ整備の経験
やデータ管理のノウハウを、官民が連

・2022 年度には、ＡＳＥＡＮ地域にお
いて、Smart JAMP に基づく 12 件の
案件形成調査を実施。 

・2022 年 12 月に福島県において、第４
回日ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネッ
トワーク ハイレベル会合を開催し、

・ＡＳＥＡＮ地域において、案件形成に
つながる調査を実施予定。【経協イン
フラ、科技、総、外、経、国】 

・日ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネット
ワーク ハイレベル会合を通じた情
報発信を継続。【経協インフラ、科技、
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携して、アジアを中心とした海外に展
開する。【内閣官房、科技、総、外、経、
国】 

2 日間合計で約 230 名が現地で参加。 
・2022 年 3 月にＪＡＳＣＡウェブサイ

トを開設し、コンテンツの追加や情報
更新を行いつつ、スマートシティの情
報発信を実施。 

総、外、経、国】 
・ＪＡＳＣＡウェブサイトを通じた情

報発信を継続。【経協インフラ、科技、
総、外、経、国】 

〇2021 年度以降も引き続き、国内外の
標準の専門家等と連携して、リファレ
ンスアーキテクチャやセキュリティ
ガイドラインなどを対象に、スマート
シティに関連する国際標準の活用を
推進する。【内閣官房、地創、知財、科
技、総、外、経、国】 

・関係省庁及びＩＳＯ・ＩＥＣに参加す
る我が国専門家との連携によるリフ
ァレンスアーキテクチャを基にした
国際標準提案の検討など、スマートシ
ティに関連する国際標準の戦略的な
活用に向けた取組を実施。 

・引き続き、スマートシティに関連する
国際標準の戦略的な活用に向けた取
組を推進。【知財、科技】 

〇2025 年開催の大阪・関西万博におい
て、「2025 年に開催される国際博覧会
（大阪・関西万博）の準備及び運営に
関する施策の推進を図るための基本
方針」等を踏まえてスマートシティに
も資するプロジェクトを実施するこ
と等により、「いのち輝く未来社会の
デザイン」を具現化した Society 5.0 の
姿を積極的に発信する。【万博、科技、
関係府省】 

・アクションプラン策定等の動向につ
いて収集・関係府省と共有し、発信の
取組について検討中。 

・引き続き、アクションプラン策定等の
動向について収集・関係府省と共有
し、発信の取組について検討。【万博、
科技、関係府省】 

 
④ 持続的活動を担う次世代人材の育成 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇スマートシティの実現に必要な基礎
知識・専門知識を集約し、2021 年度
中に、企画、構築、運用に携わる人材
の要件を整理し、役割、レベルに応じ
た人材育成体系を整備する。これに基
づき、人材に関する情報提供を進め、
技術に対する不安・不信感を和らげ
る。あわせて、大学等を核とした産学
官連携の共創の場を形成する。【科技、
文】 

・「戦略的イノベーション創造プログラ
ム（ＳＩＰ）第２期」の事業において
実施する、スマートシティリファレン
スアーキテクチャ改訂のための調査・
検討において、スマートシティ推進に
必要とされる人材のタイプ、役割につ
いて整理を行った。 

・2020 年度から開始した「共創の場形
成支援プログラム」において、2022 年
度には、新たに 21 拠点の採択を行う
など、支援を拡充（2021 年度採択：17
拠点、2022 年度採択：21 拠点）。 

・デジタル田園都市国家構想や「地域中
核・特色ある研究大学総合振興パッケ
ージ」（2022 年２月１日ＣＳＴＩ決
定、2023 年 2 月 8 日改定）等を踏ま
え、関係府省との連携強化を図りつ
つ、スマートシティリファレンスアー
キテクチャを周知するとともに、人材
に関する情報提供を行うほか、大学等
を中核としたイノベーションの創出
と地域のニーズに応え社会変革を行
う人材の育成に資する共創の場の形
成を推進。【科技、文】 

〇2021 年度内に、スマートシティの全
体設計をコーディネートできる先導
的人材（＝アーキテクト）情報を集約
し、地域での育成・配置、活動をサポ
ートする。【科技】 

・スマートシティ構築を先導する人材
像を明確化し、その育成プログラムに
関する情報を、スマートシティガイド
ブック等への掲載について検討した。 

・先導的人材を育成する活動を継続的
に支援する仕組みについて検討。【科
技】 
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（６）様々な社会課題を解決するための研究開発・社会実装の推進と総合知の活用 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

人文・社会科学と自然科学の融合による「総合知」を活用しつつ、我が国と価値観を共有する国・地域・
国際機関等（ＥＵ、Ｇ７、ＯＥＣＤ等）と連携して、気候変動などの地球規模で進行する社会課題や、少子
高齢化や経済・社会の変化に対応する社会保障制度等の国内における課題の解決に向けて、研究開発と成果
の社会実装に取り組む。これにより、経済・社会の構造転換が成し遂げられ、未来の産業創造や経済成長と
社会課題の解決が両立する社会を目指す。 

広範で複雑な社会課題を解決するためには、知のフロンティアを開拓する多様で卓越した研究成果を社
会実装し、イノベーションに結び付け、様々な社会制度の改善や、研究開発の初期段階からのＥＬＳＩ対応
を促進する必要がある。このため、政府としては、国、各府省レベル、実施機関等の戦略を、エビデンスに
基づき体系的・整合的に立案し、ミッションオリエンテッド型の研究開発プログラムや制度改革を進めると
ともに、必要に応じて戦略を機動的に見直しできる体制を整備していく。 

また、社会課題を解決するための先進的な技術の社会実装の加速化や、国際競争の下での我が国企業によ
る海外展開の促進及び国際市場の獲得の重要な手段として、標準の戦略的・国際的な活用を官民で徹底して
推進する。このため、官民の体制整備とともに、科学技術・イノベーションの社会実装やこれに伴う研究開
発等に関して、官民で実施する事業を活用しつつ、官民の意識改革を図り、政府の政策や企業の経営戦略に
おいて幅広く、標準の戦略的・国際的な活用がビルトインされ、展開されるようにする。 

さらに、国際的な責務と総合的な安全保障の観点も踏まえつつ、我が国と課題や価値観を共有する国・地
域との間の国際的なネットワークを戦略的に構築するなどの科学技術外交を展開する。これにより、世界の
知と多様性を取り込み発展させつつ、Society 5.0 を世界へ発信し、その共通理解と我が国の国際競争力の維
持・強化を進める。国際的な研究活動等において核となり得る研究者を我が国から継続的に輩出し、国内外
の研究コミュニティにおいて、科学技術先進国としての存在感を発揮し、国内外の多様なバックグラウンド
を持つ優れた人材を我が国に引き付けるとともに、諸外国と調和した研究の健全性・公正性（研究インテグ
リティ）の自律的確保を支援する。 
 
【目標】 
・ 少子高齢化問題、都市と地方問題、食料などの資源問題などに関する我が国の社会課題の解決に向けた

研究開発を推進するとともに、課題解決先進国として世界へ貢献し、一人ひとりの多様な幸せ（well-
being）が向上する。 

 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ 社会課題の解決の推進：次期ＳＩＰの全ての課題で人文・社会科学系の知見を有する研究者や研究機関

の参画を促進する仕組みと「総合知」を有効に活用するための実施体制を組み込み、成果の社会実装を
進める 

・ 国益を最大化できるような科学技術国際協力ネットワークの戦略的構築：科学技術外交を戦略的に推
進し、先端重要分野における国際協力取決め数や被引用数 Top１％論文中の国際共著論文数 111を着実
に増やしていく 

・ 国際的な合意形成や枠組み・ルール形成等における我が国のプレゼンス：国際機関におけるガイドライ
                                                      
111 我が国の被引用数 Top１％補正論文中の国際共著論文数の割合（全分野、分数カウント）は 47.9％（文部科学省科学技術・学術政策研究所
「科学研究のベンチマーキング 2021」（2021 年８月）に基づき算出）。 
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ン等の作成における我が国の関与 112を高めるとともに、社会課題の解決や国際市場の獲得等に向けた
知的財産・標準の国際的・戦略的な活用に関する取組状況（国際標準の形成・活用に係る取組や支援の
件数等）113を着実に進展させていく 

 
 
【現状データ】（参考指標） 
・ 戦略的な分野（ＡＩ、バイオテクノロジー、量子技術、マテリアル等）における研究開発費：（2021年度

実績からの計測に努める） 
・ 世界企業時価総額ランキング：上位100社に米国は64社、中国は13社、日本は1３社（2022年12月時点） 
・ ＩＭＤ世界競争力ランキング（再掲）：34位／64か国中（2022年）114 
・ 政府事業等のイノベーション化の実施状況：転換事業数 66事業、転換金額 1,915億円（2018年） 
・ 総合知を活用した研究開発課題数の割合：引き続き計測の検討を行う 
・ 食料自給率・輸出額、食品ロス量、自動走行車普及率・交通事故者数等の社会課題関連指標 

食料自給率：38%（カロリーベース）、63％（生産額ベース）【2021年度】 
輸出額：水産物 3,051億円、林産物 570億円、農産物 8,041億円【2021年度】 
交通事故死者数：2,636人【2021年度】 

・ 課題・分野別の論文、知財、標準化 
・ 研究データ基盤システム上で検索可能な研究データの公開メタデータ（再掲）：529,622件（2023年３月時

点） 
・ 科学技術に関する国民意識調査：科学技術関心度（男性 69.2%、女性 52.8%）（2022年10月時点）115 
 
① 総合知を活用した未来社会像とエビデンスに基づく国家戦略の策定・推進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇人文・社会科学の知と自然科学の知の

融合による人間や社会の総合的理解
と課題解決に貢献する「総合知」に関
して、基本的な考え方や、戦略的に推
進する方策について 2021 年度中に取
りまとめる。あわせて、人文・社会科
学や総合知に関連する指標について
2022 年度までに検討を行い、2023 年
度以降モニタリングを実施する。【科
技、文】 

・総合知を活用する「場」の構築を推進
するため、各地の大学や業界団体等と
協力し、ウェビナー、ワークショップ
等（総合知キャラバン）を開催すると
ともに、「総合知ポータルサイト」を
開設して「総合知」の基本的考え方や
「総合知」に関わる取組、活用事例を
社会に発信。「総合知」に関連する指
標について検討し、有識者会合で報告
し了承。 

・第 6 期科学技術・イノベーション基本
計画期間中に実施するＮＩＳＴＥＰ
定点調査の初回・二回目の調査におい
て、異分野の協働の側面から「総合知」
の活用状況についての調査を実施。最
新のＮＩＳＴＥＰ定点調査 2022 報告
書を 2023 年４月に公表。 

・「総合知」の基本的考え方や「総合知」
に関わる取組、活用事例をワークショ
ップやシンポジウム、「総合知ポータ
ルサイト」やＳＮＳ等で社会に発信
し、総合知を活用する「場」の構築を
推進。また、2022 年度に検討した指
標によるモニタリングを実施すると
ともに、引き続き「総合知」に関連す
る指標についてさらに検討。【科技】 

・第 6 期科学技術・イノベーション基本
計画期間中に実施するＮＩＳＴＥＰ
定点調査で、異分野の協働の側面から
「総合知」の活用状況について継続的
に調査を実施予定。【文】 

〇ＡＩ、バイオテクノロジー、量子技術、
マテリアルや、宇宙、海洋、環境エネ

・次期ＳＩＰの 15 の課題候補について、
2022 年度に公募で決定したＰＤ候補

・2023 年度から開始するＳＩＰ第３期
の 14 課題について、社会実装に向け

                                                      
112 OECD/CSTP 傘下にある会合(GSF, NESTI, TIP, BNCT)の各種プロジェクトに登録している専門家数 18 名（2022 年度） 

※複数プロジェクトに参加している専門家もいる為、数は延べ数。 
113 PRISM（標準活用加速化支援事業分科会）での支援数について 2021 年度 8 件、2022 年度 16 件、累計 24 件 
114 IMD World Competitiveness Ranking 2022 
115文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学技術に関する国民意識調査－人的国際交流について－」（2023年１月） 
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ルギー、健康・医療、食料・農林水産
業等の府省横断的に推進すべき分野
について、国家戦略に基づき着実に研
究開発等を推進する。さらに、我が国
が実現すべき未来社会像を見据えつ
つ、エビデンスに基づき、既存戦略の
見直しや、新たな戦略の策定を行い、
明確なターゲット、産学官の役割分
担、国際連携の在り方などを具体的に
盛り込む。特に分野横断的で社会課題
解決に直結するテーマについては、次
期ＳＩＰの課題として推進する。【健
康医療、科技、宇宙、海洋、関係府省】  

が座長となり、サブ課題等に関する有
識者、関係省庁、研究推進法人等で構
成する検討タスクフォース（ＴＦ）を
設置し、フィージビリティスタディ
（ＦＳ）を実施。 

・ＦＳ結果に基づき、事前評価を実施
し、2023 年１月の総合科学技術・イ
ノベーション会議（ＣＳＴＩ）のガバ
ニングボードで 14 の課題を決定。課
題毎に「社会実装に向けた戦略及び研
究開発計画」（戦略及び計画）（案）を
策定。 

・策定した「戦略及び計画」（案）は、
2023 年２月にパブリックコメントを
行い、あわせて公募を行うプログラム
ディレクター（ＰＤ）とともに、2023
年３月に決定。 

・がん診断やがん治療への高い効果が
期待され、世界的に治験・臨床研究の
競争が激化している医療用等のラジ
オアイソトープの国内製造は経済安
全保障の観点からも重要。2022 年 5
月に、原子力委員会において、「医療
用等ラジオアイソトープ製造・利用推
進アクションプラン」を取りまとめ。 

・ＪＲＲ-3 を用いたＭｏ-99 製造のため
の技術の確立を目指し、性能実証のた
めの試験及び装置の開発を実施。 

・高速実験炉「常陽」の 2024 年度末の
運転再開に向けて、新規制基準への適
合性審査に向けた取組を着実に実施。 

て、技術開発のみならず、事業、制度、
社会的受容性、人材の視点から、関係
省庁の取組と連携しながら、プログラ
ムを推進。【科技、関係府省】 

・「医療用等ラジオアイソトープ製造・
利用推進アクションプラン」に基づ
き、がん診断やがん治療への高い効果
が期待され、世界的に治験・臨床研究
の競争が激化している医療用等のラ
ジオアイソトープについて、経済安全
保障の観点からも、試験研究炉等を用
いた製造に係る研究開発から実用化、
普及にいたるまでの取組を一体的に
推進。【科技】 

・内閣府において、2023 年度から、アク
ションプランの主要な施策について
フォローアップを行うとともに、新た
に医療用等ラジオアイソトープの国
産化を踏まえたサプライチェーンの
強化を目的として、国内外の供給側と
需要側との間を繋ぐ必要な機能につ
いて 2025 年度までに体制を整備す
る。【科技】 

・引き続き、ＪＲＲ-3 における照射製造
試験の実施等の試験研究炉を用いた
医療用ラジオアイソトープ製造に資
する研究開発を実施。また、高速実験
炉「常陽」については 2024 年度末の
運転再開に向けた取組を着実に実施。
【科技、健康医療、復、外、文、厚、
経、国、環】 

〇エビデンスに基づく戦略策定に関し
ては、e-CSTI や政策調査研究機関等
の分析結果を活用しながら、論文、研
究資金等の定量分析や専門家の知見
（エキスパートジャッジ）を踏まえ、
重要科学技術領域の抽出・分析を行
い、これを統合戦略の策定、分野別戦
略等の見直しや新たな国家戦略の策
定等に活用する。2021 年度の統合戦
略においては、分析の試行的活用を行
い、その結果を踏まえ、今後の活用方
法を定める。【科技、関係府省】 

・e-CSTI を活用した情報セキュリティ
分野に関する試行的な分析を実施し、
ＣＳＴＩの有識者議員懇談会等で説
明するとともに、関係機関に共有。 

・Top10％論文を対象とした分析ツール
をＣＳＴＩ事務局内で共有し、各種施
策への活用を開始。 

・全論文を対象とした分析ツールや、論
文以外の研究成果である特許のデー
タを利用した分析ツールを試作し、ツ
ールの活用可能性や改善の方向性を
検討。 

・研究開発戦略センター事業において
は、分野別の最新の「研究開発の俯瞰
報告書」を取りまとめるなど、国内外
の社会や科学技術・イノベーションに
係る研究開発の動向及びそれらに関
する政策動向の把握・分析を実施。 

・国内外の論文や特許、企業情報も含め
て研究開発の動向を把握できるツー
ルを開発し、複数分野における試行的
な分析及びツールの評価を実施。【科
技、関係府省】 

・引き続き、研究開発戦略センター事業
においては、国内外の多様なステーク
ホルダー等の参画を得ながら、最新の
科学技術・イノベーション動向の調査
分析に基づいて提言を行い、その成果
物の活用を促進する。【文】 

 

〇未来社会像を具体化し、政策を立案・
推進する際には、人文・社会科学と自
然科学の融合による総合知を活用し、
一つの方向性に決め打ちをするので
はなく、複線シナリオや新技術の選択
肢を持ち、常に検証しながら進めてい
く必要がある。公募型研究事業の制度
設計も含む科学技術・イノベーション
政策の検討・策定の段階から検証に至
るまで、人文・社会科学系の知見を有
する研究者、研究機関等の参画を得る

・総合知の要素を制度設計に含む公募
型研究事業について、ムーンショット
型研究開発制度および第 3 期ＳＩＰ
の検討において総合知の活用を推進。 

・カーボンニュートラル実現に至る道
筋を示す社会シナリオに係る研究と
ともに、得られた知見・情報を広く社
会に発信することにより、幅広い活用
を促進。さらに、公募型研究等を通じ
て人文社会系も含めた幅広い研究者
の知を取り込み、社会シナリオ・戦略

・引き続き、総合知の要素を制度設計に
含む公募型研究事業について、総合知
の活用の取組内容、その後の進捗、得
られた効果を検証し、大学・研究開発
法人、地方公共団体や産業界も対象と
して広く周知。【科技】 

・引き続き、公募型研究等を通じて、カ
ーボンニュートラル実現に至る道筋
を示す社会シナリオ・戦略の提案を推
進。【文】 

・引き続き、未来社会創造事業におい
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体制を構築する。あわせて、各研究開
発法人は、それぞれのミッションや特
徴を踏まえつつ、中長期目標の改定に
おいて、総合知を積極的に活用する
旨、目標の中に位置づける。【科技、関
係府省】 

の提案を推進。 
・未来社会創造事業において、社会・産

業ニーズを踏まえた経済・社会的にイ
ンパクトのある技術的にチャレンジ
ングな目標をバックキャストで設定
し、人文科学・社会科学の知見の取り
込みや民間投資を誘発しつつ、基礎研
究段階から実用化が可能かどうかを
見極められる段階（ＰＯＣ）に至るま
での研究開発を推進。 

・未来のありたい社会像からバックキ
ャストによるイノベーションに資す
る研究開発等を推進する「共創の場形
成支援プログラム」において、2022 年
度には、新たに 21 拠点の採択を行う
など、支援の拡充により、総合知の積
極的な活用を推進（2021 年度採択：
17 拠点、2022 年度採択：21 拠点）。 

て、優れた基礎研究の成果をＰＯＣま
でもっていく研究プログラムの支援
を推進。【文】 

・2023 年２月に改定された地域中核・
特色ある研究大学総合振興パッケー
ジや総合科学技術・イノベーション会
議における議論等を踏まえ、関係府省
との連携強化を図りつつ、未来のあり
たい社会像からのバックキャスト型
の研究開発等を推進する産学官連携
拠点の形成支援の拡充や地域の産学
官ネットワークの可視化等を通じた
連携強化により、総合知の積極的な活
用を推進。【文】 

〇デジタル社会を支える戦略的基盤技
術である半導体について、経済安全保
障への対応、デジタル革命や低消費電
力化の推進を図るため、戦略を策定
し、我が国半導体産業基盤の強靱化に
向けた国内外一体の各種対策を推進
する。【経】 

・「半導体・デジタル産業戦略検討会議」
は、2023 年 2 月時点で合計 7 回、半
導体技術・半導体製造やデジタルイン
フラ整備、ソフトウェア、ＩＴベンダ
ー等のデジタル産業について、網羅的
に情報共有、意見交換を実施した。ま
た、半導体サプライチェーンの強靱化
支援、次世代半導体の製造技術の確立
や将来技術の研究開発のための、2022
年度補正予算にて約 1.3 兆円を計上。 

・これまでの取組を加速し、さらにデジ
タル社会の実現に向けた取組を、包括
的に進めていくための議論を継続し
ていくために、2022 年の年央をめど
に「半導体・デジタル産業戦略」の改
訂を予定。【経】 

〇Society 5.0 時代においてサイバー空
間とフィジカル空間とをつなぐ役割
を担うロボットについて、「ロボット
による社会変革推進計画 116」などを
踏まえ、導入を容易にするロボットフ
レンドリーな環境の構築、人材育成枠
組みの構築、中長期的課題に対応する
研究開発体制の構築、社会実装を加速
するオープンイノベーションについ
て、産官学が連携して取組を推進す
る。【総、文、農、厚、経、国】 

・ロボットフレンドリーな環境の構築
に向けて、施設管理、小売、食品製造
等の分野での研究開発を進め、ユーザ
ー視点のロボット開発や、データ連
携、通信、施設設計等に係る規格化・
標準化を推進。 

・「未来ロボティクスエンジニア育成協
議会」において、教員や学生を対象と
する現場実習や教育カリキュラム等
の策定を支援。 

・中長期的な視点で次世代産業用ロボ
ットの実現に向けて、異分野の技術シ
ーズの取り込みも含めてサイエンス
の領域に立ち返った基礎・応用研究を
実施。 

・「自動・自律・遠隔施工における安全ル
ール」について議論。 

・ロボット・情報系の融合複合技術を中
心とした人とテクノロジーが共生・協
調、そして相互に支えあう社会を目指
したロボティクスの検討を開始。 

 

・引き続き、ロボットフレンドリーな環
境の構築に向けて、施設管理、小売、
食品製造等の分野での研究開発を進
め、ユーザー視点のロボット開発や、
データ連携、通信、施設設計等に係る
規格化・標準化を推進。例えば、施設
管理分野では、2023 年度において、
ロボットとセキュリティシステムと
の通信連携に係る標準化や複数ロボ
ットを同時制御するための群管理シ
ステムの標準化等の取組を進めてい
く。【農、経】 

・引き続き、「未来ロボティクスエンジ
ニア育成協議会」において、教員や学
生を対象とする現場実習や教育カリ
キュラム等の策定を支援。2023 年度
には、産業界による講師派遣や出前授
業の一層の横展開を進める。【文、厚、
経】 

・引き続き、中長期的な視点で次世代産
業用ロボットの実現に向けて、異分野
の技術シーズの取込みも含めてサイ
エンスの領域に立ち返った基礎・応用
研究を実施する。2023 年度も 2024 年
度中の要素技術確立に向けて産学が
連携した研究を一層進展させる。【経】 

・2023 年度から「自動・自律・遠隔施工
における安全ルール」の策定に向けた
現場検証を開始するとともに、産学官

                                                      
116 ロボットによる社会変革推進会議 報告書（2019 年７月） 



91 
 

の協議会において自動・自律・遠隔施
工機械の機能要件や、技術開発におけ
る協調領域を検討。【国】 

・ＳＩＰ第３期「人協調型ロボティクス
の拡大に向けた基盤技術・ルールの整
備」において、ロボット・情報系の融
合複合技術の研究開発を開始。【科技】 

○産学官民が協調して高精度で利用価
値の高い地理空間情報を利用できる
環境を整備し、これらを高度に活用す
るＧ空間社会を実現するため、次期地
理空間情報活用推進基本計画を 2021
年度末までに策定する。【地理空間】              

・第４期地理空間情報活用推進基本計
画（2022 年３月 18 日閣議決定）に基
づき推進する具体的施策について、
2022 年６月に「Ｇ空間行動プラン
2022」を決定。 

・第４期地理空間情報活用推進基本計
画（2022 年３月 18 日閣議決定）及び
Ｇ空間行動プランに基づき、産学官民
が連携し、多様なサービスの創出・提
供の実現を目指して、地理空間情報の
ポテンシャルを最大限に活用した技
術の社会実装を推進。【地理空間】 

 
② 社会課題解決のためのミッションオリエンテッド型の研究開発の推進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇我が国や世界が抱える感染症対策、少

子高齢化、地球環境問題、防災、地方
創生、食品ロスの削減、食料や資源エ
ネルギー等といった社会課題につい
て、国内外のニーズを取り込み、継続
的に観測・収集される様々なデータの
分析に基づき、市民をはじめとする多
様なセクターの参加を得ながら課題
解決に向けた具体的なミッションを
定め、次期ＳＩＰをはじめとする様々
な枠組みで研究開発を推進する。【科
技、関係府省庁】         

・次期ＳＩＰの 15 の課題候補について、
2022 年度に公募で決定したＰＤ候補
が座長となり、サブ課題等に関する有
識者、関係省庁、研究推進法人等で構
成する検討タスクフォース（ＴＦ）を
設置し、フィージビリティスタディ
（ＦＳ）を実施。 

・ＦＳ結果に基づき、事前評価を実施し
たところ、2023 年１月の総合科学技
術・イノベーション会議（ＣＳＴＩ）
のガバニングボードにおいて 14 の課
題を決定。課題毎に「社会実装に向け
た戦略及び研究開発計画」（戦略及び
計画）（案）を策定。 

・策定した「戦略及び計画」（案）は、
2023 年２月にパブリックコメントを
行い、あわせて公募を行うプログラム
ディレクター（ＰＤ）とともに、2023
年３月に決定。（再掲） 

・2023 年度から開始するＳＩＰ第３期
の 14 課題について、社会実装に向け
て、技術開発のみならず、事業、制度、
社会的受容性、人材の視点から、関係
省庁の取組と連携しながら、プログラ
ムを推進。【科技、関係府省】 

 

〇2018 年に創設した「ムーンショット
型研究開発制度」について、未来社会
を展望し、困難だが実現すれば大きな
インパクトが期待される社会課題等
を対象として、人々を魅了する野心的
な目標及び構想を掲げ、最先端研究を
リードするトップ研究者等の指揮の
下、世界中から研究者の英知を結集
し、目標の達成に向けて研究開発に着
実に取り組む。また、基礎研究力を最
大限に引き出す挑戦的研究開発を積
極的に推進し、失敗も許容しながら革
新的な研究成果の発掘・育成を図る。
さらに、マネジメントの方法について
も、進化する世界の研究開発動向を常
に意識しながら、関係する研究開発全
体を俯瞰して体制や内容を柔軟に見
直すことができる形に刷新するとと
もに、将来の事業化を見据え、オープ
ン・クローズ戦略の徹底を図る。この
新たな研究手法により破壊的イノベ
ーションを実現していく。また、必要

・環境・農業関連の目標に関し、ステー
ジゲートを外部評価に基づき実施し、
ポートフォリオの見直しを実施。 

・環境関連の目標に関し、ポートフォリ
オの見直しに基づきプロジェクトの
中止、一部見直しを実施。 

・農業関連の目標に関し、ポートフォリ
オの見直しに基づき中止したプロジ
ェクトのテーマの再公募を実施。 

・既存のプロジェクトの強化・加速を実
施。 

・サイバネティック・アバター、ＡＩロ
ボット、環境、量子コンピュータ、健
康・医療関連の新規プロジェクトの研
究開発を開始。 

・目標８，９のＰＭを採択し、研究開発
を開始。 

・目標８，９に関し、プログラムの強化・
加速を図るため、新規プロジェクトの
公募を開始。 

・欧州委員会研究・イノベーション総局
と会談し、今後の研究協力体制につい

・農業関連の目標に関し、再公募により
採択したプロジェクトの研究開発を
開始。【科技、農、経】 

・目標達成に向け、継続して研究開発を
推進。【科技、農、経】 

・サイバネティック・アバター、ＡＩロ
ボット、健康・医療、量子コンピュー
タ関連の目標に関し、研究開発開始後
３年目の 2023 年度にステージゲート
を外部評価に基づき実施し、プロジェ
クトの方向性を見直す予定。また、最
大 10 年間の研究開発期間において、
外部評価を踏まえたポートフォリオ
の見直しに向けて研究開発を着実に
推進するとともに、目標達成に向け
て、研究プロジェクトに長期的に優秀
な研究人材の確保・参画や国際的な連
携の強化などを見据えた６年目以降
に向けて引き続き充実を進める。【科
技、健康医療、文、】 

・サイバネティック・アバター、ＡＩロ
ボット、環境、量子コンピュータ、健
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に応じて、新たな目標の設定など、取
組の充実を図る。これらの取組にあた
っては、これまで取り組んできた最先
端研究開発支援プログラム（ＦＩＲＳ
Ｔ）や革新的研究開発推進プログラム
（ＩｍＰＡＣＴ）で得た知見を生かし
ていく。【健康医療、科技、文、厚、
農、経】 

て議論。 
・目標３，５，９等のプロジェクトと欧

州研究機関との間で具体的な連携に
向けた議論を実施。 

・国際連携の実績例や様々な協力形態
をＨＰで公開し、欧米諸国を含む各国
との研究協力体制強化を実施。 

・横断的支援（数理、ＥＬＳＩ）に関し、
研究開始当初から取り組んでいるも
のに加え公募により強化し、研究を推
進。 

康・医療関連の目標において、2022 年
度に採択された追加プロジェクトに
ついて、目標達成に向けて継続して研
究開発を推進。【科技、健康医療、文、
厚、農、経】 

・目標８，９に関し、プログラムの強化・
加速を図るため、新規プロジェクトの
研究開発を開始。【科技、文】 

・目標達成に向け、継続して研究開発を
推進。【科技、文】 

・欧州を始め諸外国の研究機関との研
究協力の具体化を推進。【科技、文、
農、関係府省】 

・各目標の違いに鑑みながら、数理・Ｅ
ＬＳＩの取組について関係者の状況・
認識共有や議論を継続し、研究開発に
必要な支援を検討・実施。【科技、文、
農、経】 

〇我が国や世界が抱える社会問題の解
決や科学技術・イノベーションによる
新たな価値を創造するために、研究開
発の初期段階からのＥＬＳＩ対応に
おける市民参画など、人文・社会科学
と自然科学との融合による「総合知」
を用いた対応が必須となる課題をタ
ーゲットにした研究開発について、
2021 年度より、関連のファンディン
グを強化する。【文】 

・ＪＳＴにおいて、2022 年度は「総合
知」の活用による社会技術研究開発を
着実に実施。中でも、社会的孤立・孤
独の予防については、2022 年 12 月に
孤独・孤立対策推進会議で改訂された
「孤独・孤立対策の重点計画」におけ
る施策の一つとして位置付け。 

・2021 年度に新設した「総合知」Web
サイトにおいて、社会技術研究開発の
取組事例を継続発信。 

・「総合知」の更なる活用に向けて、社会
問題俯瞰調査等を踏まえた社会問題
テーマの抽出、および 2023 年度新規
研究開発領域の立ち上げに向けた検
討を実施。 

・「総合知」を活用し地域課題解決策の
創出を行う SOLVE forＳＤＧｓにか
かる研究開発を推進。 

・複数の学問知の活用やアカデミアと
現場の協働など「総合知」の活用によ
る取組が必須となる社会問題やＥＬ
ＳＩ対応をテーマに掲げた研究開発
を、ファンディングを通じて着実に運
営することで、我が国や世界が抱える
社会問題の解決に貢献。2023 年度か
ら新規領域を立ち上げ、年度後半から
研究開発を開始。【文】 

・研究開発成果の発信・展開や「総合知」
の更なる活用、関連のファンディング
の改善方策等について検討。【文】 

・引き続き、「総合知」を活用した社会技
術研究開発の取組事例を Web サイト
等で発信。【文】 

〇福島の創造的復興に不可欠な研究開
発及び人材育成の中核となる国際教
育研究拠点について、国が責任を持っ
て新法人を設置する。既存施設との整
理等を行い、国立研究開発法人を軸に
組織形態を検討し、2021 年度に新拠
点に関する基本構想を策定する。【復、
関係府省】 

・2022 年８月、福島復興再生特別措置
法に基づく新産業創出等研究開発基
本計画を策定。同年９月、福島国際研
究教育機構の立地を浪江町とし、福島
国際研究教育機構の設置の効果が広
域的に波及するよう取組を進めるこ
とを復興推進会議において決定。同年
12 月、福島国際研究教育機構の長期・
安定的な運営に必要な施策の調整を
進めるため、「福島国際研究教育機構
に関する関係閣僚会議」の開催を復興
推進会議において決定。 

・2023 年 4 月に設立された福島国際研
究教育機構の研究開発や産業化、人材
育成の取組が加速するように支援に
取り組む。【復、関係府省】 

 
③ 社会課題解決のための先進的な科学技術の社会実装 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇日本の経済・産業競争力にとって重要

で、かつ複数の府省に関係する課題に
ついては、引き続き、産学官による大
規模な連携体制を構築し、「総合知」
を活用しながら社会実装の実現に向
けて制度改革を包含した総合的な研
究開発を推進する。このため、次期Ｓ

・ＳＩＰ第３期の 15 の課題候補につい
て、2022 年に公募で決定したＰＤ候
補が座長となり、サブ課題等に関する
有識者、関係省庁、研究推進法人等で
構成する検討タスクフォース（ＴＦ）
を設置し、フィージビリティスタディ
（ＦＳ）を実施。 

・2023 年度から開始するＳＩＰ第３期
の 14 課題について、社会実装に向け
て、技術開発のみならず、事業、制度、
社会的受容性、人材の視点から、関係
省庁の取組と連携しながら、プログラ
ムを推進する。【科技、関係府省】 

・2023 年度から開始するＳＩＰ第３期
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ＩＰをはじめとする国家プロジェク
トの在り方、ＳＩＰ型マネジメントの
他省庁プロジェクトへの展開方法に
ついて、2021 年中に検討を行い、今
後のプロジェクトに反映させる。すで
に、ＳＩＰ第 2 期の自動運転などの一
部の課題では、人文・社会科学分野の
研究に取り組んでおり、2021 年度以
降、こうした取組を発展させる。また、
次期ＳＩＰにおいては、社会課題解決
の実行可能性を向上していくために、
人文・社会科学系の知見を有する研究
者や研究機関の参画を促進する仕組
みと「総合知」を有効に活用するため
の実施体制を全ての課題に組み込む
ことを要件とし、その活動について評
価を行う。【科技】   

・ＦＳ結果に基づき、事前評価を実施し
たところ、2023 年１月の総合科学技
術・イノベーション会議（ＣＳＴＩ）
のガバニングボードにおいて 14 の課
題を決定。課題毎に「社会実装に向け
た戦略及び研究開発計画」（戦略及び
計画）（案）を策定。（再掲） 

・策定した「戦略及び計画」（案）は、
2023 年２月にパブリックコメントを
行い、あわせて公募を行うプログラム
ディレクター（ＰＤ）とともに、2023
年３月に決定。（再掲） 

・これまでの制度・運営面での論点を踏
まえ、有識者の意見を聴きつつ、ＳＩ
Ｐの制度設計を見直し。2022 年 12 月
に「基本方針」及び「運用指針」を改
正。 

・５つの視点の取組を測るため、ＴＲＬ
（技術成熟度レベル）に加え、新たに
ＢＲＬ（事業成熟度レベル）、ＧＲＬ
（制度成熟度レベル ）、ＳＲＬ（社会
的受容性成熟度レベル ）、ＨＲＬ（人
材成熟度レベル）の指標を導入。 

では、技術開発のみならず、それに係
る社会システム改革も含め社会実装
につなげる計画や体制を整備。【科技、
関係府省】 

・プログラムディレクター（ＰＤ）のも
とで、府省連携・産学官連携により、
５つの視点（技術、制度、事業、社会
的受容性、人材）から必要な取組を推
進。【科技、関係府省】 

〇次期ＳＩＰの課題候補については、Ｃ
ＳＴＩの司令塔機能を強化するため
2021 年末に向けて検討を行う。具体
的には、第６期基本計画や統合戦略、
統合イノベーション戦略推進会議が
策定する各種分野別戦略等に基づき、
ＣＳＴＩが中期的に取り組むべき社
会課題の見極めを行い、その社会課題
の中で府省横断的に取り組むべき技
術開発テーマについて「総合知」を活
用しながら、調査・検討を行う。【科
技】 

・次期ＳＩＰ第３期の 15 の課題候補に
ついて、2022 年に公募で決定したＰ
Ｄ候補が座長となり、サブ課題等に関
する有識者、関係省庁、研究推進法人
等で構成する検討タスクフォース（Ｔ
Ｆ）を設置し、フィージビリティスタ
ディ（ＦＳ）を実施（再掲）。 

・ＦＳ結果に基づき、事前評価を実施し
たところ、2023 年１月の総合科学技
術・イノベーション会議（ＣＳＴＩ）
のガバニングボードにおいて 14 の課
題を決定。課題毎に「社会実装に向け
た戦略及び研究開発計画」（戦略及び
計画）（案）を策定。（再掲） 

・策定した「戦略及び計画」（案）は、
2023 年２月にパブリックコメントを
行い、あわせて公募を行うプログラム
ディレクター（ＰＤ）とともに、2023
年３月に決定。（再掲） 

・総合科学技術・イノベーション会議
（ＣＳＴＩ）のガバニングボードにお
いて決定した 14 の課題について、Ｓ
ＩＰ第 3 期を実施する。【科技】 

〇ＳＩＰ第 2 期の各課題については、成
果の社会実装に向けて、社会実装の体
制構築を含めた研究開発を推進する
とともに、事業終了後には追跡調査及
び追跡評価を行い、成果の社会実装の
実現状況を確認する。【科技】 

・ＳＩＰ第２期の 12 課題は、開始から
５年目となり、各課題で研究内容の成
果を取りまとめ、一部テーマでは社会
実装が実現するとともに、社会実装に
向けた体制整備の進捗が進んだ。 

・第２期の各課題において整備した社
会実装に向けた体制により継続して
推進。【科技、関係府省】 

・ＢＲＩＤＧＥ（橋渡しプログラム）の
2023 年度重点課題として「ＳＩＰの
社会実装」を設定。2023 年２月から
各省に提案募集を行い、有識者からの
意見聴取や評価を踏まえて 2023 年６
月末に予算配分し、成果の社会実装を
推進。【科技、関係府省】 

○官民研究開発投資拡大プログラム（Ｐ
ＲＩＳＭ）について、統合戦略や統合
イノベーション戦略推進会議が策定
する各種分野別戦略等を踏まえ、ＣＳ
ＴＩが各府省庁の施策を誘導し、事業
の加速等を行うことにより、官民の研
究開発投資の拡大や社会実装の促進
に向け引き続き推進する。【科技】 

・ＣＳＴＩが策定した各種戦略等を踏
まえ、ＡＩ技術、インフラ・防災技術、
バイオ技術、量子技術領域に重点化し
配分を行っており、2022 年度におい
ては、これら４領域の 33 施策に追加
配分を実施。 

・従来のＰＲＩＳＭの枠組みを生かし
ながら、技術開発にとどまらず、社会

・ＢＲＩＤＧＥ（橋渡しプログラム）に
ついては、ＣＳＴＩが社会課題解決や
新事業創出に向けた重点課題を設定
し、ＤＸ化などの政策転換やスタート
アップ事業創出等、各省庁施策のイノ
ベーション化を推進する。【科技、関
係府省】 
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実装に向けた各府省庁の施策を強化
することを目的に、2022 年 12 月に
「基本方針」及び「運用指針」を改正
し、ＢＲＩＤＧＥ（橋渡しプログラム）
に見直した。ＣＳＴＩは、社会課題解
決や新事業創出に向けた重点課題を
設定し、ＤＸ化などの政策転換やスタ
ートアップ事業創出等、各省庁施策の
イノベーション化を推進する。 

〇国が実施する各事業において、引き続
き、先進的な技術を積極的に導入し、
先進技術の実社会での活用の後押し、
事業のより効率的・効果的な実施、さ
らには、社会変革の推進を図る。【科
技、全府省】 

・各府省の事業について、事業のイノベ
ーション化を促すなど、2022 年度政
府事業のイノベーション化を実施。 

・先進技術の国内外での社会実装等の
促進に向け、イノベーション化推進に
係る情報の集約・分析等を実施。 

・防衛省は、様々なプログラムに対して
研究開発ニーズの意見出しを行い、関
係府省からの技術シーズの聴取を行
うなど、成果の活用に関する意見交換
を実施するとともに、政府の研究開発
プロジェクトや投資の成果及び先進
的な民生技術を防衛分野に活用すべ
く、民生技術を取り込む制度について
2023 年度予算の拡充を実施。 

・各府省協力の下で、イノベーション化
に係る情報の集約・分析等を引き続き
行い、先進技術の国内外での社会実装
等を推進。【科技、全府省】 

・政府事業等のイノベーション化の取
組の更なる推進、ＣＳＴＩと連携。【全
府省】 

・国家安全保障戦略（令和 4 年 12 月 16
日閣議決定）等を踏まえ、総合的な防
衛体制の強化のための府省横断的な
仕組みの下、防衛省・自衛隊のニーズ
を踏まえ、政府関係機関が行っている
先端技術の研究開発を防衛目的に活
用していく。【内閣官房、科技、防、関
係府省】 

 
④ 知的財産・標準の国際的・戦略的な活用による社会課題の解決・国際市場の獲得等の推進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
○諸外国の知財・標準活用の動向を把握

し、我が国における標準の戦略的・国
際的な活用を推進するため、政府全体
として、司令塔機能及び体制を整備
し、国際標準化をはじめ、標準の活用
に係る施策を強化・加速化する。2021
年度から、社会課題の解決や国際市場
の獲得等の点で重要な分野等におい
て、研究開発プロジェクト等を通じ
て、フォーラム標準・デファクト標準・
デジュール標準の適切な使い分けを
含め、官民で標準の戦略的・国際的な
活用を重点的かつ個別具体的に推進
する。【知財、科技、総、経、関係府省】 

・国際標準の戦略的活用を行うべき分
野・領域・テーマを全体的に俯瞰し、
関係府省の連携・分担で国際動向等を
モニタリングして、機動的に対応する
体制を整備中。 

・国際標準の戦略的活用を行うべき分
野・領域・テーマへの関係府省の施策
の誘導・強化を加速化支援を通じて図
り、官民を挙げた国際標準の戦略的活
用を実施。 

・スマートシティ等の分野について、国
際標準の戦略的活用の推進に必要な
国際市場環境等の調査分析及び方策
の検討を実施。 

・関係府省の連携・分担により、スマー
トシティ、Beyond 5Ｇ、グリーン成長
及びスマート農業等をはじめ、国際標
準の戦略的な活用が必要な分野・領
域・テーマを包括的に特定・整理し、
国際動向等をモニタリングして、機動
的に対応。【知財、科技、総、農、経、
国、関係府省】 

・2022 年度に引き続き、関係府省によ
る重要施策の加速化支援、国際標準の
戦略的活用の推進に必要な調査分析
及び方策の検討を推進。【知財、科技、
総、農、経、国、関係府省】 

・日本産業標準調査会基本政策部会（審
議会）において、業種横断的分野の規
格の開発や標準化戦略人材の育成等、
新たなニーズに対応した支援策等に
ついて議論し、2050 年に向けた我が
国の標準化活動を包括的かつ持続的
に加速させるための方策を 2023 年度
中に取りまとめる。【経】 

○標準の戦略的・国際的な活用に関し
て、2020 年度から、官民連携体制を
整備し、官民の意識改革や産業界での
活動の幅広い底上げ、人材の強化等を
推進するとともに、政府の研究開発プ
ロジェクトや規制・制度等との連携等
も通じて、標準の活用に係る企業行動
の変容を促す環境を整備する。また、
政府系機関等が協働して、民間企業等
による実践的な活動を支援する、プラ

・国際標準を国際競争の手段として戦
略的に活用する民間の取組が自律的
に促進されるよう、サポートする外部
機関や外部人材を含む、その基盤とな
るエコシステム（民間事業者・団体、
標準化機関、認証機関、研究開発機関、
政府等で構成）の整備に向けた検討を
有識者と実施。 

・Beyond5G 研究開発促進事業、グリー
ンイノベーション基金事業、ポスト 5

・民間が国際標準を国際競争の手段と
して戦略的に活用する取組を自律的
に促進するエコシステムの整備を含
め、我が国としての標準戦略を 2023
年度末までに策定。【知財、科技、関係
府省】 

・科学技術・イノベーション政策等の重
要分野における政府の研究開発事業
において、社会実装と国際競争力強化
を確保するため、社会実装戦略、国際
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ットフォーム体制を整備する。【知財、
科技、総、経、関係府省】   

Ｇ情報通信システム基盤強化研究開
発事業及びＳＩＰ（戦略的イノベーシ
ョン創造プログラム）第 3 期の事業に
おいて、企業による国際標準の戦略的
な活用を担保する仕組みを導入。 

・経済安全保障の観点も踏まえ、国際標
準の戦略的活用を行うべき分野・領
域・テーマについて、全体的に俯瞰し、
関係府省の連携・分担で国際動向等を
モニタリングして、機動的に対応する
体制を整備中。 

・支援プラットフォームによる民間の
国際標準戦略活動に対するサービス
提供に必要な施策を検討。 

競争戦略、国際標準戦略の明確な提示
と、その達成に向けた取組への企業経
営層のコミットメントを求める事業
運営、フォローアップ等の仕組みを導
入し、企業による国際標準の戦略的な
活用を担保する仕組みについて、昨年
度対象とした研究開発事業での取組
状況を踏まえ、他の研究開発事業への
横展開を図る。【知財、科技、関係府
省】 

・経済安全保障の観点も踏まえ、関係府
省の連携・分担により、国際標準の戦
略的な活用が必要な分野・領域・テー
マを包括的に特定・整理し、国際動向
等をモニタリングして、機動的に対
応。【知財、科技、総、経、関係府省】  

・支援プラットフォームを構成する政
府系機関等とも協働し、民間による実
践的な国際標準戦略活動を支援する、
有識者のネットワーク体制やアドバ
イザリ体制の整備を推進。【知財】 

〇我が国の質の高いものづくりやサー
ビスの源泉となる知的基盤などの整
備やプラットフォーム化について、
2025 年度を目指して推進し、国民生
活や社会課題の解決に向けた社会経
済活動を幅広く支える。【経】 

・第 3 期知的基盤整備計画（2021 年５
月策定・公表）に基づく、整備状況の
フォローアップのため、審議会を開催
し議論を実施。 

・2025 年度の中間フォローアップに向
けて、第 3 期知的基盤整備計画に基づ
き施策を着実に実施するとともに、社
会情勢の変化や国家的・国際的な課題
の解決に資するべく、毎年度フォロー
アップを行い、必要に応じて計画の見
直し等を行う。【経】 

 
⑤ 科学技術外交の戦略的な推進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇先端重要分野における戦略的な二国

間、多国間の win-win の協力・連携や、
成果の社会実装も見据えた産学国際
共同研究等に対する支援の抜本的強
化、「STI for SDGs」活動の国際展開
等の促進を通じて、科学技術外交の戦
略的な展開を図る。【科技、外、文】 

・国が設定する分野・領域及び高い科学
技術水準を有する諸外国を対象とし
て、国際的に優れた研究成果創出に向
けた国際共同研究を戦略的・機動的に
推進するための新たな基金を 2022 年
度補正により創設。 

・戦略的国際共同研究プログラム（ＳＩ
ＣＯＲＰ）においては、2022 年度は
ＡＩに関する研究等の公募を開始す
るなど、先進国及び開発途上国との国
際共同研究を推進。 

・2022 年 8 月、科学技術外交推進会議
第５回会合を、2023 年 3 月に第６回
会合を開催し、科学技術外交をめぐる
現状と主要課題を踏まえ、テーマ別に
議論を深化・発展。 

・フランス、ブラジル、南アフリカ、ス
ウェーデン、オーストラリア、イタリ
ア、スイス、ドイツ、ハンガリー、オ
ランダ、ニュージーランドとの間でそ
れぞれ科学技術協力協定に基づく合
同委員会を実施し、先端重要分野を含
む科学技術分野の協力促進を議論。 

・2021 年４月の日米首脳会談で「日米
競争力・強靱性（コア）パートナーシ
ップ」に基づき、例えば量子分野では
6 月の日米科学技術協力合同実務級委

・先端国際共同研究推進事業/プログラ
ムにおいて、国が設定する分野・領域
及び高い科学技術水準を有する諸外
国を対象として、国際的に優れた研究
成果創出に向けた国際共同研究を戦
略的・機動的に推進。【文】 

・戦略的国際共同研究プログラム（ＳＩ
ＣＯＲＰ）において、マルチ枠組みに
よる多国間共同研究や、新興国との相
手国・地域のポテンシャルに応じた共
同研究を推進。【文】 

・外交政策の中で日本が強みとする科
学技術をどう活用していくかの具体
的な方針について、「科学技術外交推
進会議」での議論を踏まえながら、関
係府省の協力を得つつ検討、具現化。
【外、関係府省】 

・引き続き、国際シンポジウム等を契機
とした共同研究・人的交流を推進。【科
技、文、関係府省】 

・ムーンショット型研究開発制度につ
いて、ホライズン・ヨーロッパのほか、
各国の様々なプログラムとの協力の
分野や形態を拡大。【科技、関係府省】 

・国連開発計画(ＵＮＤＰ)への拠出によ
る社会課題解決の取組を拡大。【科技】 

・地球規模課題対応国際科学技術協力
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員会において文部科学省と米国エネ
ルギー省（ＤＯＥ）の間で量子技術に
係る事業取決めに署名する等協力を
推進。 

・2022 年 11 月に政府・量子拠点等が主
催する国際シンポジウム「Quantum 
Innovation 2022」をオンラインで開
催。50 か国から 1,000 名超が参加し、
交流を促進。 

・ムーンショット型研究開発制度につ
いて、国際連携の実績例や様々な協力
形態をＨＰで公開し、欧米諸国を含む
各国との研究協力体制強化を実施。 

・人材交流や共同研究を含む幅広い連
携や国際頭脳循環の促進のため、日Ｅ
Ｕ間におけるより相互主義的な協力
の可能性の一つとして日本のホライ
ズン・ヨーロッパ準参加の検討。 

・「STI for SDGs」活動として世界銀行
及び国連開発計画への拠出により、ケ
ニア政府向けに農家によるデジタル
金融サービス活用のためのロードマ
ップ作成を支援するための世界銀行
への拠出を完了。 

・.国連開発計画(ＵＮＤＰ)への拠出を
通じて、開発途上国におけるＳＤＧｓ
課題解決へ向けたＳＴＩによる事業
化検討を行う日本企業を支援。 

・地球規模課題対応国際科学技術協力
プログラム（ＳＡＴＲＥＰＳ）では、
我が国の優れた科学技術とＯＤＡと
の連携により、環境・エネルギー、生
物資源、防災、感染症分野の国際共同
研究を推進。 

プログラム（ＳＡＴＲＥＰＳ）につい
ては、これまでの成果を踏まえ、ＳＤ
Ｇｓの達成や社会実装に向けて、新興
国・発展途上国との協力を戦略的に実
施。【外、文】 

〇研究活動の国際化、オープン化に伴
い、利益相反、責務相反、科学技術情
報等の流出等の懸念が顕在化しつつ
ある状況を踏まえ、基礎研究と応用開
発の違いに配慮しつつ、また、国際共
同研究の重要性も考慮に入れながら、
政府としての対応方針を検討し、2021
年に競争的研究費の公募や外国企業
との連携に係る指針等必要となるガ
イドライン等の整備を進める。特に研
究者が有すべき研究の健全性・公正性
（研究インテグリティ）の自律的確保
を支援すべく、国内外の研究コミュニ
ティとも連携して、2021 年早期に、
政府としての対応の方向性を定める。
これらのガイドライン等については、
各研究機関や研究資金配分機関等の
取組状況を踏まえ、必要に応じて見直
す。（再掲）【科技、文、経、関係府省】 

・2021 年４月に決定された政府の対応
方針に基づき、大学・研究機関等への
説明会や海外動向の調査を実施する
とともに、大学・研究機関等における
研修強化等の取組状況及び利益相反・
責務相反に関する規程・組織の整備状
況並びに研究資金配分機関等におけ
る取組状況を把握・公表。 

・2022年6月に公表されたＧ7の研究セ
キュリティ・インテグリティの原則の
作成等に我が国が積極的に貢献。（再
掲） 

・研究者、所属機関等へ研究インテグリ
ティの確保に係る対応に関する説明
会・セミナーを実施。（再掲） 

・2022 年 5 月、大学・研究機関等に対
して、研究インテグリティ確保の参考
となる体制・規程等の具体の取組のプ
ラクティス等の周知・連絡を実施。 

・引き続き大学・研究機関、公的資金配
分機関等の研究インテグリティの確
保に関する取組状況を調査し、現状・
課題・要望等を把握した上で、必要な
措置を検討。（再掲）【科技、文、経、
関係府省】 

・国際研究協力の相手である諸外国と
調和した研究インテグリティの自律
的な確保の仕組みを構築・維持してい
くために、大学・研究機関への説明会
の実施やＧ7 の研究セキュリティ・イ
ンテグリティワーキンググループへ
の共同参画等により 研究コミュニテ
ィとの連携を強化。（再掲）【科技、文、
経、関係府省】 

・Ｇ7 議長国として、研究セキュリティ・
インテグリティのベストプラクティ
ス文書、バーチャルアカデミーとツー
ルキットの作成について、Ｇ7 での議
論に我が国が積極的に貢献。（再掲）
【科技、文、経、関係府省】 

・研究者、所属機関等へ研究インテグリ
ティの確保に係る対応に関する説明
会・セミナーを引き続き開催。（再掲）
【科技、文、経、関係府省】 

・大学・研究機関等における研究インテ
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グリティ確保のための体制・規程の整
備等を引き続き促進。（再掲）【科技、
文、関係府省】 

〇科学技術・イノベーションに関する国
際的な合意形成や枠組み・ルール形成
等に我が国が主体的に関与しながら、
主導的役割を担えるよう、関係する国
際機関等の邦人職員ポストや国際会
議議長職の確保・拡充、候補人材の戦
略的育成、関係府省の職員や専門家等
の積極的な派遣を図る。【科技、外、
文、経、関係府省】 

               

・関係する国際機関等の邦人職員ポス
トや国際会議議長職の確保・拡充、候
補人材の戦略的育成、関係府省の職員
や専門家等の積極的な派遣促進に向
け、2022 年 11 月に「国際機関幹部ポ
スト獲得等に戦略的に取り組むため
の関係省庁連絡会議」課長級会合、
2023 年３月に第４回会議を実施。ま
た、これらの会議を通じ、各省と外務
省と連携し、各国際機関への派遣を通
じた人材育成等の調整・検討を開始。 

・ＪＰＯ派遣を中心に各機関への邦人
職員増加の取組を実施した結果、2021
年末時点で国連関係機関全体の邦人
職員数は 956 名（前年は 918 名）と
確実に増加。 

・国際機関において、邦人がトップを含
む重要な幹部ポストを獲得できるよ
う、各省が連携して取り組む体制を構
築するため、2023 年度においても引
き続き当該会議を実施し、これを通じ
て具体的な各省が連携した情報共有、
人材派遣・育成を行い長期的な視野で
国際幹部ポストの獲得に取り組む。
【科技、外、関係府省】 

・引き続き「2025 年までに国連関係機
関の邦人職員を 1,000 人とする」とい
う政府目標も念頭に置きながら、ＪＰ
Ｏ派遣等の施策を通じて、各国際機関
の各分野に、トップ・幹部ポストの候
補となり得る邦人職員の増加・昇進に
取り組む。【科技、外、関係府省】 

〇科学技術外交に関する我が国として
の戦略の下、省庁横断での連携体制の
強化とともに、在外公館の科学技術担
当や国立研究開発法人等の海外事務
所を核とした情報収集・発信の体制を
強化することや、Ｇ７等の国際場裡に
おいて Society 5.0 の実現に向けた取
組等について積極的な情報発信を行
うなど、科学技術外交の戦略的な展開
を支える基盤の強化を図る。【科技、
外、文、経、関係府省】 

・10 月にジュネーブにて対面で開催さ
れた「外務大臣科技顧問ネットワーク
（ＦＭＳＴＡＮ）」会合には、松本洋
一郎外務大臣科学技術顧問、小谷元子
外務大臣次席科学技術顧問が出席し、
公共財や水資源、砂資源の管理におけ
る国際的な協力、現在の地政学的問題
を踏まえた科学外交の在り方等幅広
い議題について、各国の科学技術顧問
又はそれに相当するポストにつく要
人と議論を実施。 

・2022 年 6 月、科学技術外交推進会議
の取りまとめの下、科学技術外交を推
進するに当たって重要となる科学技
術基盤の強化のために必要な取組（高
度人材の国内外での循環およびネッ
トワーク化）に係る提言「科学技術協
力の基盤強化に係わる提言」を発出。 

・また、科学技術外交推進会議におい
て、ＯＤＡに科学技術・イノベーショ
ンを一層有効活用する科学技術外交
の重要性と課題に着目し、新しい議論
を開始。 

・2023 年 5 月 12 日から 14 日まで、仙
台市内の秋保温泉において、Ｇ７仙台
科学技術大臣会合を開催。Ｇ７議長国
としてリーダーシップを発揮し、Ｇ７
科学技術大臣等による議論を踏まえ、
会合の成果文書として「Ｇ７科学技術
大臣の共同声明」を採択。 

・外交政策の中で我が国が強みとする
科学技術をどう活用していくかの具
体的な方針について、「科学技術外交
推進会議」の議論を踏まえながら、関
係府省の協力を得つつ検討、具現化。
また主要公館を対象とした科学技術
担当官会議や科学技術外交セミナー
を随時開催。【外、関係府省】 

・各地の科学技術に関わる機関・企業・
大学との連携を始めとする科学技術
外交推進に資する在外公館の機能の
強化を目指す。【外、関係府省】 

・Ｇ７仙台科学技術大臣会合におい採
択された「Ｇ７科学技術大臣の共同声
明」を受け、Ｇ７各国と連携し、信頼
に基づく、オープンで発展性のある研
究エコシステムの実現に向けた取組
を進め、科学技術によるグローバルな
課題解決へ貢献。【科技、関係府省】 

〇海外の研究資金配分機関等との連携
を通じた国際共同研究や、魅力ある研
究拠点の形成、学生・研究者等の国際
交流、世界水準の待遇や研究環境の実
現、大学、研究機関、研究資金配分機
関等の国際化を戦略的に進め、我が国
が中核に位置付けられる国際研究ネ
ットワークを構築し、世界の優秀な人
材を引き付ける。【健康医療、科技、
総、文、厚、農、経】 

・ＳＩＣＯＲＰにおいて、欧州との多国
間国際共同研究プログラムの新規課
題を採択する等、マルチの枠組みも利
用した海外の研究資金配分機関との
連携による国際共同研究を実施。 

・国際頭脳循環に参入する若手研究者
の新たな流動モード促進のため、研究
者の長期渡航を見据えた、１～３か月
程度の海外渡航等の支援の試行的取
組を実施。 

・国が設定する分野・領域及び高い科学

・海外の研究資金配分機関等との連携
を深め、地政学的な変化も踏まえなが
ら、ＡＳＥＡＮを含む政策上重要な国
との国際共同研究を推進。【文】 

・国が設定する分野・領域及び高い科学
技術水準を有する諸外国を対象とし
た国際共同研究を通じて、日本人研究
者の国際科学トップサークルへの参
入を促進するとともに、我が国と諸外
国の優秀な若手研究者の交流や関係
構築を図り、国際頭脳循環の活性化及
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技術水準を有する諸外国を対象とし
た国際共同研究を通じて、日本人研究
者の国際科学トップサークルへの参
入を促進するとともに、我が国と諸外
国の優秀な若手研究者の交流や関係
構築を図り、国際頭脳循環の活性化及
び次世代の優秀な研究者の育成を推
進するための新たな基金を 2022 年度
補正により創設。 

・新型コロナウイルス感染症の影響下
においても、オンラインも活用し、学
術における国際交流を着実に実施。研
究分野や世界各国の研究力の状況、相
手国のニーズ等の特性にも留意しつ
つ、研究者や青少年の戦略的な派遣と
受入れ等の国際交流事業を実施。 

・アジア・太平洋総合研究センターにお
いて、成長が著しいアジア・太平洋地
域の政治・経済・社会・文化的観点を
含めた相互理解の促進や科学技術協
力の加速のための基盤整備として、調
査研究、情報発信、交流推進活動を実
行中。 

・科研費「国際先導研究」について、2021
年度補正予算による第１回公募で 15
件の研究課題を採択。2022 年度第２
次補正予算により、2023 年１月から
第２回公募を実施。 

・戦略的創造推進事業において、2022 年
度にフランスＡＮＲ（国立研究機構）
との国際共同公募を実施。 

・世界トップレベル研究拠点プログラ
ム（ＷＰＩ）において、国際頭脳循環
の強化及び新たな基礎科学領域の創
出のため、2022 年度に新規で３拠点
を採択するとともに、引き続き、ノウ
ハウの横展開や世界水準の待遇・研究
環境等の実現により、世界の優秀な人
材を惹きつける国際頭脳循環のハブ
拠点形成を推進する取組を支援。 

・「大学の国際化促進フォーラム」につ
いて、132 の国公私立大学、短期大学、
高等専門学校、各種団体等が会員登録
済。19 プロジェクトに対する連携大
学延べ 40 校、連携大学以外の参画校
国内延べ 77 校、国外 15 校。2022 年
度中に 16 のシンポジウム等の開催や
情報発信。 

・ＪＳＰＳにおいては、科研費「国際先
導研究」の国際審査を実施するための
体制整備を実施。 

・ＪＳＴにおいては、ＳＴＳフォーラム
年次総会のサイドイベントとして世
界各国、地域の研究資金配分機関の長
による会合（ＦＡＰＭ）を主催し、共
通する運営課題等を議論。 

・2022 年度の新規公募として、新たに
インド、英国、オーストラリアの大学
との質保証を伴った教育交流プログ
ラムを実施。17 大学による 14 プログ

び次世代の優秀な研究者の育成を推
進。【文】 

・研究分野や世界各国の研究力の状況、
相手国のニーズなどの特性にも留意
しつつ、研究者や青少年の戦略的な派
遣と受入れ等の国際交流事業を推進。
【文】 

・引き続き、アジア・太平洋総合研究セ
ンター事業の活発で透明性の高い活
動を通じて、アジア・太平洋地域にお
ける科学技術分野の連携・協力を拡
大・深化。【文】 

・科研費「国際先導研究」の継続的な実
施に加え、全ての研究種目において審
査時に国際的な活動を含めて研究遂
行能力の評価を行うなど研究活動の
更なる国際化を促進。【文】 

・引き続き、戦略的創造研究推進事業等
の公募型研究事業において、共同公募
等の国際共同研究に係るファンディ
ング手法の導入を推進。【文】 

・世界トップレベル研究拠点プログラ
ム（ＷＰＩ）において、ＷＰＩプログ
ラム委員会で決定された３つのミッ
ションの下、2023 年度に整備する新
規拠点も含めた国際頭脳循環のハブ
拠点形成の計画的・継続的な推進等に
より、魅力ある研究拠点の形成や、学
生・研究者等の国際研究ネットワーク
を構築する。【文】 

・スーパーグローバル大学創成支援事
業により培われた成果の継続的推進
やそれ以外の大学等への取組の普及
展開により国際化をより一層推進す
るとともに、更なる徹底した国際化や
グローバル人材育成に大学が継続的
に取り組むような環境整備を行う。
【文】 

・研究活動の国際化を促進するよう、研
究インテグリティの確保等にも留意
しつつ、研究資金配分機関の運営の国
際化を推進。【科技、文】 

・戦略的に留学生交流を推進すべき国・
地域との大学間連携・学生交流を推進
するため、「大学の世界展開力強化事
業」の 2023 年度の新規公募として、
米国等の大学との質保証を伴った教
育交流プログラムを実施。【文】 

・政府の方針等を踏まえ、ジョイント・
ディグリーの更なる推進を図るため、
制度等の不断の改善や好事例の横展
開に繋がる取組を行う。【文】 

・留学生交流については、教育研究力の
高いＧ7 をはじめとする重点地域を中
心としてモビリティを強化し、大学の
国際的な教育研究ネットワークへの
我が国大学の参画を促進。【文】 

・引き続き、年１回ＲＤ20 会合を開催
するとともに、通年の活動として共同
研究（タスクフォース）やワークショ
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ラムが採択され、2022 年９月から交
流が開始。 

・2022 年３月にジョイント・ディグリ
ーの改正法令の公布にあわせ、ガイド
ラインを改定し、制度の周知を実施。 

・2022 年８月にジョイント・ディグリ
ーの改正関係法令を施行。各種説明会
等での周知を実施。 

・2022 年３月以降、国内外の新型コロ
ナウイルス感染症の水際対策の順次
緩和などを受けて、留学生交流数は少
しずつ回復に向かっている状況。ま
た、円安の急速な進行が日本人の海外
留学の中断・断念等につながらないよ
う 2022 年度補正において必要な支援
を措置。 

・2022 年 10 月にＧ20 のクリーンエネ
ルギー技術分野のトップ研究機関の
リーダーが参加する国際会合（ＲＤ
20）の第 4 回会合を開催。 

・クリーンエネルギー分野における革
新的技術の国際共同研究開発事業を
実施。 

・ＩＣＴ分野における研究開発成果の
国際標準化や実用化を加速し、イノベ
ーションの創出や国際競争力の強化
に資するため、米国及びドイツと連携
した国際共同研究に関しては、2022
年度に新規課題を採択し、研究開発を
実施中。ＥＵと連携した国際共同研究
に関しては、研究開発を継続実施中。 

ップを行う。【経】 
・「エネルギー・環境分野の中長期的課

題解決に資する新技術先導研究プロ
グラム」に統合して実施【経】 

・ＩＣＴ分野における研究開発成果の
国際標準化や実用化を加速し、イノベ
ーションの創出や国際競争力の強化
に資するため、戦略的パートナーであ
る国・地域との国際共同研究を着実に
実施。【総】 

〇先端重要分野における国際協力取決
め数や被引用数 Top１％論文中の国
際共著論文数といった指標の集計方
法について 2021 年度までに検討す
る。【科技、関係府省】 

・検討した指標により、第６期基本計画
「科学技術外交の戦略的な推進」のモ
ニタリング・評価を試行的に実施する
ことを検討。 

 

・検討した指標により、第６期基本計画
「科学技術外交の戦略的な推進」のモ
ニタリング・評価を試行的に実施する
ことを検討。【科技、関係府省】 
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